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１．目的・趣旨
　昨今、日本各地において、地震や風水害などの災害が頻発していることに加え、南海トラフ地震の発生可能性も年々高まっていることを踏まえ、神戸市においても、平時からの備えとして、観光客の安全確保のための官民で連携した危機管理体制の構築が急務である。
本業務では、2019年に策定した「神戸市観光危機管理対策指針」をはじめ、神戸市の「地域防災計画」や「帰宅困難者対策基本指針」など関連する既存の計画等を踏まえ、行政及び観光関係事業者が「共助」の観点から連携し、災害発生直後から観光客の帰宅支援までのフェーズにおいて、具体的かつ実効性の高い観光危機管理対策を講じることを目的とする。特に、策定されたマニュアル類が現場で確実に「機能」し、平時から有事まで継続的に運用・周知されるための仕組みづくりについて、受託者の高度な知見と創意工夫による提案を求める。

２．背景
　神戸市では、近年の訪日需要の高まりや2025年4月からの神戸空港への国際チャーター便就航に伴い、神戸を訪れる外国人観光客が増加しているなか、観光危機管理においても、多言語対応など外国人を含めた観光客の安全確保を図る必要がある。
　また、かねてより神戸の特徴として、近隣の近畿圏から日帰りで訪れる観光客の割合が高いため、災害発生時には、市内に宿泊先がなく行き場のない観光客が多く発生する潜在的なリスクを抱えている。そのため、こうした帰宅困難者となる観光客にどのように対処するかも観光危機管理を検討する上で重要な観点である。

２．業務内容
　本業務では、以下の項目について実施すること。受託者は、各項目の目的を達成するために最も効果的と思われる手法を提案すること。なお、本業務で想定する災害想定は、「神戸市地域防災計画」等で想定されている「地震・津波」、「風水害」「テロ等国民保護事案」とする。また、本業務における観光客の対象は「外国人を含む観光客」とする。

（１）行政・観光客・事業者等の災害発生以降のフェーズごとの全体フロー作成
　　行政、観光関係事業者（宿泊施設、観光・商業施設、交通機関等）、観光客それぞれがどのように行動すべきかを、発災直後から帰宅支援時に至るまでフェーズごとに整理し、相互の役割や情報連携の流れを可視化するフローを作成する。
　・対象主体は、行政（①観光担当部署／②危機管理担当部署）、③DMO、④宿泊施設、⑤観光・商業施設、⑥交通機関、⑦警察・消防、⑧観光客（宿泊／日帰り）などで区別し、整理すること。
　・フェーズは、Ⅰ:直後（0～6時間）、Ⅱ:初動（～24時間）、Ⅲ:継続対応、帰宅支援（～72時間）の各段階で区分し、整理すること。

（２）行政向け災害時対応業務マニュアルの作成
（１）のフローを踏まえ、観光担当部署における災害発生時の業務マニュアルを整備する。マニュアルでは、①初動対応の手順、②関係機関との連絡体制、③宿泊施設・観光施設などとの情報共有、④観光客への情報発信などを具体的な手順として整理し、発災時に現場で即座に活用できる実践的な内容とする。
　・業務に従事する必要な人員体制・役割を明らかにし、役割ごとに業務を整理すること。
　・組織内で人事異動があっても、後任者に容易に引き継げる内容となるよう留意すること。

（３）観光客に対する情報発信・伝達手法の整理
　　（１）のフローを踏まえ、外国人を含む観光客が、災害発生前に情報を受け取れる手法（アプリの導入など）を整理・検討し、あわせて災害発生時に適切なタイミングで必要な情報（道路・交通情報、一時滞在・避難先情報、ライフライン情報等）が効果的に届く手法を整理・検討する。
・全般的に外国人を含む観光客を対象とし、多言語（日本語のほか、英語・韓国語・簡体字・繁体字の４種類が基本）対応可能なものとすること。
　・ホームページ以外の手段（SNS、プッシュ通知、デジタルサイネージ、オフライン対応等）についても、神戸市の特性に合わせた効果的なものを提案すること。
　・既存の国のツール（safety tipsなど）を活用した、効果的な周知方法を提案すること。
・各種情報の収集元についても整理して一覧化すること。
　
（４）宿泊施設向け初動対応マニュアルの作成
　　市内のホテル・旅館等宿泊施設において、災害発生時に現場の従業員が宿泊客の安全確保を図るためにとるべき初動対応として、どこの施設でも共通する対応方針を定めたすぐに使える実践的なマニュアルを作成する。
　・災害発生時の緊急事態においても、施設の従業員が一目見て理解できるよう、最低限の文量とし、可能な限り簡潔明瞭な内容となるよう努めること。フロントに備え付けるアクションカードや、従業員がスマホ等で確認できる形態など、現場での「所持・参照のしやすさ」を考慮した提案を求める。
　・作成にあたっては、宿泊施設の現場で現実的に対応可能な内容となるよう、宿泊施設に対して聞き取り等を行い、現場の声を踏まえたものとすること。
　・言語対応が困難な従業員でも容易に外国人宿泊客とのコミュニケーションが図れるよう、他都市事例も踏まえ、多言語コミュニケーションツールを、マニュアル本体と別冊で用意すること。
　・本業務にて作成した成果物を、市内の観光現場に浸透させ、実効性を維持するための方法を
提案すること。

（５）観光関係事業者と共同での訓練内容の企画
　　今後、神戸市の観光危機管理体制を構築していく上で、平時における備えとして、観光関係事業者と連携した官民の共同訓練の実施を予定している。各事業者の意識醸成から基本的な災害対応知識の習得、図上訓練など現場で役立つより実践的な訓練が実施できるよう、具体的な訓練内容を提案するとともに、訓練実施計画を作成する。
　・多くの観光関係事業者に参加意欲を持ってもらえる訓練内容となるよう、工夫すること。
　・訓練内容とともに、当該訓練がどのような目的をもって実施するのか、訓練の結果何が得られるのかという点もあわせて提示すること。
　・訓練は市内の一部（中央区の一部など）で実施することを想定。
　・2027年度の訓練実施計画の概要並びに訓練実施に係る概算見積書を2026年9月30日（水）までに提出すること。

３．成果物
・全体業務報告書
・行政内部用　災害時観光危機管理対応業務フロー及びマニュアル　…（１）（２）関係
・情報発信・伝達手法にかかる報告書　…（３）関係
・宿泊施設向け初動対応マニュアル　…（４）関係
・訓練実施計画　…（５）関係

４．実施期間
　契約締結日から2027年３月31日まで

５．その他
・「神戸市地域防災計画」「神戸市観光危機管理対策指針」等、既存の計画・指針を熟知したうえで業務を実施すること。
（参照URL）
神戸市観光危機管理対策指針
https://www.city.kobe.lg.jp/a64051/shise/kekaku/kezaikankokyoku/kankokikikanri/kankokikikanri.html
神戸市地域防災計画と水防計画
https://www.city.kobe.lg.jp/a70034/shise/kekaku/kikikanrishitsu/plan/index.html
神戸都心・臨海地域都市再生安全確保計画
　https://www.city.kobe.lg.jp/a70034/shise/kekaku/kikikanrishitsu/toshisaisei.html
神戸市帰宅困難者対策
　https://www.city.kobe.lg.jp/a70034/bosai/prevention/preparation/kitakukonnan.html
・発注者及び市危機管理局双方と十分に協議を行いながら事業を実施すること。また、業務開始前の事前協議を行うこと。
・本業務によって知り得た情報については、外部に漏らさないよう管理すること。
・本業務における成果は、全て発注者に帰属するものであり、発注者の承認を受けずに複製することや、関係機関または第三者に公表・貸与してはならない。
・処理が困難な事案が生じた場合は、速やかに発注者に報告し、処理方針の指示を受け、対応を図ること。
・本業務は本仕様書に基づき実施することを基本とするが、本仕様に定めのない事項または同内容を変更して実施する場合は、発注者と協議のうえ実施すること。



